
高等学校等就学支援金 

紙申請の方法（マイナンバー）について 
 

◆ 就学支援金制度の申請方法 

 

◇ 次の書類を学校事務室までご提出ください。 

１ 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書（様式第 1 号・その１） 

２ 保護者（親権者、父母がいる場合は２人分）の個人番号カード等のコピー※１ 

３ 保護者（親権者、父母がいる場合は２人分）の顔写真付き身分証明書のコピー※２ 

４ 保証書 

※１ 原則として、保護者の個人番号（マイナンバー）がわかる書類を 

マイナンバー貼り付け台紙にのり付けし、提出してください。 

※２ 顔写真付きの身分証明書（それが無い場合は、２種類の身分証明書）を 

身分証明書貼付台紙にのり付けし、ご提出ください。 

 

 

  ※ 県教育委員会が個人番号（マイナンバー）を使って税額の確認を行い、対象であるかど

うかを審査します。審査の結果は、郵送でお知らせします。 

  ※ 就学支援金の支給を受けることができる世帯でも、申請が遅れたり、申請をしなかっ

たりした場合は、授業料を納付していただくことになりますのでご注意ください。 

  ※ 授業料の負担が必要な場合は、令和５年８月以降に高校からお知らせします。 

 

◆ 個人番号（マイナンバー）がわかる書類とは？ 

 

   ○ 個人番号カード（マイナンバーカード）のコピー 

○ 個人番号（マイナンバー）が記載された住民票の写し 

○ 個人番号（マイナンバー）が記載された住民票記載事項証明書の原本又はコピー 

※ 住民票又は住民票記載事項証明書は、保護者（親権者）以外の方の個人番号（マ

イナンバー）の記載がないものをご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 個人番号通知書、個人番号カード交付申請書やそれらのコピーは、法律上、マイ

ナンバーの確認書類とはならないため、使用できません。 

【注意】 

 原則として、個人 

番号通知カードは、 

使用できません。 

 
ただし、記載事項（氏名、住所、生年月日、性別、個人番号）を変更すべ

き事項が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、又はデジタル手続法
の施行日（令和２年５月 25日）以前に個人番号通知カードの記載事項の変
更手続きが完了している場合に限り、使用可能です。 

番号 太郎

昭和50 ６ ６ 男

提出期限：令和５年３月１４日（火） 



◆ 在学中の手続きの流れ 
 

 

【１回目・今回】 

  2023年 

  ４～６月分 

 

 

 

 

 

 

  

  

【２回目】 

  2023年７月 

 

 

【３回目】 

  2024年７月 

 

 

【４回目】 

  2025年７月 

 

  ※ 毎年７月に、７月から翌年６月分までの就学支援金について、当該年度の税額で審査します。 

  ※ １年次は、４月（１回目）と７月（２回目）の２回の審査があります。 

 

   ○ 個人番号（マイナンバー）がわかる書類を提出し、就学支援金の対象となった方（受

給資格が認定された方）は、ご家庭の事情が変わらない限り、卒業まで原則申請手続

きは不要となります。 

 

     ただし、年に１回、ご家庭の状況（保護者の氏名、毎年１月１日時点の住所地等）

を確認させていただく場合があります。 

 

   ○ 就学支援金の対象とならなかった方（受給資格が不認定となった方）及びマイナン

バーがわかる書類を提出しなかった方は、毎年７月に申請又は届出の手続き（全日制

は２～４回目、定時制は２～５回目）が必要となります。 

 

     ただし、個人番号（マイナンバー）がわかる書類の再度の提出は不要です。 

 

   ○ 保護者（親権者）に変更があった場合や、住所に変更がある場合は、必ず学校事務

室までご連絡ください。 

 

問合せ先 神奈川県立鶴見高等学校 事務室 電話 045-581-4692 

申請（個人番号（マイナンバー）がわかる書類を提出した方） 

を提出した方 

） 

申請・届出 手続 

申請・届出 手続 

申請・届出 手続 

 

原則、手続不要 

 
※ 年に１回、ご家庭

の状況確認を行う

場合があります。 

対象となった方 

（就学支援金の受給資格

が認定された方） 

対象とならなかった方

（就学支援金の受給資格が不

認定となった方） 

審査 


